
調布市における相談支援体制 

 

(1) 障害児・者への相談支援体制 

（「第６期調布市障害福祉計画」（令和３年度～令和５年度）49ページより） 

年齢やライフステージの切れ目なく障害者が安心した地域生活をおくれるよう，基幹相談支援センターを

中心に，地域における総合的な相談支援体制の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】東京都・国などが運営する相談窓口 

分野 名称 概要 

障害 

高次脳 
心身障害者福祉センター 

補装具，愛の手帳（18 歳以上），区市町村への専門的支援，高

次脳機能障害相談 

健康 多摩府中保健所 精神保健，難病，重症心身障害，感染症などの専門相談 

精神保健 多摩総合精神保健福祉センター 広域的な精神保健福祉の専門支援 

発達障害 発達障害者支援センターTOSCA 広域的な発達障害の専門支援 

児童 多摩児童相談所 
児童とその家庭についての相談。愛の手帳（18 歳未満），児童

福祉施設への入所，里親委託など 

就労 

ハローワーク府中 職業紹介，職業指導，雇用保険など 

東京障害者職業センター 
就職相談・支援、事業主に対する障害者雇用の相談・支援，関

係機関への技術的助言・援助 

 

 

(2) その他の関連する市内の主な相談窓口 

分野 名称 概要 

障害 身体障害者・知的障害者相談員 
市に登録している協力者（当事者・家族）による相談（身体

５人，知的４人） 

難病 難病相談窓口（障害福祉課） 
難病による不安や悩み事全般に対する専門相談員による相

談（毎週木曜） 

健康 保健センター（健康推進課） 
乳幼児の健康診査や成人の健診事業。保健師，栄養士，歯科

衛生士等による育児相談や健康相談 

医療 ちょうふ在宅医療相談室 
在宅医療に関する相談や往診医の紹介（調布市医師会による

運営） 

生活困窮 調布ライフサポート 
経済的理由等で生活に困っている方の相談（相談支援，就労

支援，住居確保給付金の支給，就労準備支援，家計改善支援） 

児童 子ども家庭支援センターすこやか 
子どもに関する総合相談（子育て・児童虐待）のほか，情報

や遊び場の提供，子どもの一時預かり 

教育 

教育相談所 子どもの教育に関する心配ごとについての相談 

教育支援コーディネーター 

スクールソーシャルワーカー 

教育全般及び福祉的な観点からの家庭や学校に関する教育

支援コーディネーター及びスクールソーシャルワーカーに

よる相談 

青少年 青少年ステーション CAPS 臨床心理士による中高生の相談 

子ども 

・若者 
子ども・若者総合支援事業（ここあ） 

子ども・若者への学習支援や居場所の提供，進学や自立に向

けた相談支援 

就労 障害者就労支援センター 
障害者の就労相談，就労準備支援，定着支援など（ちょうふ

だぞう，こころの健康支援センター） 

地域 

民生委員・児童委員 
様々な福祉の相談に応じ，相談者と行政機関のパイプ役とし

て地域に根差した広範囲な活動 

地域福祉コーディネーター 
「困ったことがあるけど、どこに相談したらいいのかわから

ない」方への相談窓口（市内８地域） 

住まい 住まいぬくもり相談室（住宅課） 
高齢，障害，子育てなど様々な事情で住まいに困っている方

への相談窓口 

高齢 地域包括支援センター 高齢者と家族のための総合相談（市内 10 か所） 

権利擁護 

利用者サポート相談（福祉総務課） 成年後見制度の利用相談や権利擁護に関する相談 

ちょうふ地域福祉権利擁護センター 
高齢者や障害者の日常生活サポート（地域福祉権利擁護事

業・福祉サービス利用援助事業，あんしん未来支援事業） 

多摩南部成年後見センター 
親族・身寄りがない方や経済的な理由で成年後見を受けるこ

とが困難な方への成年後見事務の提供 

 

 

資料７ 
 

基幹相談支援センター（障害福祉課） 

・相談支援の中核的な役割 

・地域の相談支援専門員のスーパービジョン 

・人材育成    ・広域的な調整 

・ネットワーク構築 

・障害者虐待防止センター 

・医療的ケアコーディネーターの配置 

障害者地域活動支援センター 

ドルチェ 

（身体障害，高次脳機能障害） 

・地域活動支援センター 

地域生活支援センター 

希望ヶ丘 

（精神障害） 

・地域活動支援センター 

障害者地域生活・就労 

支援センターちょうふだぞう 

（知的障害） 

・地域活動支援センター 

・あんしんネット 

・就労支援事業 

こころの健康支援センター 

（精神障害，発達障害） 

・デイ事業 

・自立訓練（生活訓練） 

・就労支援事業 

・普及啓発 

子ども発達センター 

（障害児，子どもの発達相談） 

・通園事業（児童発達支援） 

・発達支援事業 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

・緊急一時養護事業・リフレッシュ支援事業 

障害者相談支援事業所（地域生活支援事業） 
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（第６回 調布市障害者総合計画策定委員会） 


